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▼年金についての問合せは

　住民課戸籍年金係（☎ 23 － 2463）

▼国保・後期高齢者医療についての問合せは

　住民課国保・後期高齢者医療係（☎ 23 － 2467）

【社会保険庁からのお知らせ】

　老齢年金を受給後に、かつて会社勤めで厚生年金に

加入していた時期があったことが判明し、その期間が

第 3 号期間と重なっていた場合、従前は厚生年金が

切れた後の第 3 号期間は未届け期間として国民年金

保険料が未納とされ、過払いとされていた年金を国に

返還していました。

　今後は、退職後の第 3 号期間が引き続き保険料納

付期間として年金額に反映されることになり、過去の

年金額が減額とならなくなりました。すでに年金額を

返納された方には、返納した額が返還されます。なお、

必要な手続きは、年金事務所に申請書を提出していただ

く必要があります。

■役場窓口年金相談日　

1 月 12 日（火）・25 日（月）〈戸籍年金係窓口〉　

■年金保険相談所の開設

主催　札幌北年金事務所

日時　1 月 20 日（水）10 時～ 15 時

場所　商工会館（錦町）　

※年金保険相談は待ち時間短縮のため、1 月から「予

約制」になりました。ご相談される方は、札幌北年金

事務所（☎ 011 － 717 － 4133）までお電話願います。

年 金 読んで得する年金・国保のお話 国 保

【国民健康保険への加入手続きはお済みですか】

　職場の健康保険などが喪失したときは、喪失後 14

日以内に社会保険等資格喪失証明書などを持参し、役

場国保・後期高齢者医療係で手続きをしてください。

　国民健康保険は、市町村が運営し、職場の健康保険

の加入者など以外は、すべての人が加入する制度です。

【さかのぼって加入することになります】

　たとえば、２年前に退職後、国保に未加入のままで

過ごし、風邪・病気などで病院にかかる時に国保の加

入の届出をしたとしても、国保の加入日は、届出をし

た日ではなく職場の健康保険が切れた日（退職日の翌

日）となります。

　そのため、保険税もさかのぼって納めなければなり

ませんので、届出が遅れるほど一度に納める国保税が

高額になり、経済的に負担が大きくなります。

①身分証明書として利用できます

　写真付きの住基カードは、運転免許証などと同様に

公的な身分証明書として利用できます。

　住民票や戸籍謄本等の請求、婚姻等の戸籍の届出、

住所の異動をするときの本人確認、金融機関での口座

開設、携帯電話の新規購入する場合などに利用できる

ほか、全国の市区町村窓口でも、本人や世帯の「住民

票の写し」の交付を受けることができます。

②電子申請を行うことができます

　電子証明書（公的個人認証サービス）を利用して、

自宅や職場からインターネットを通じて国や地方の行

政機関へ手続き（電子申請）を行うことができます。

　なお、電子証明書の取得時に手数料として 500 円、

電子申請には住基カードの情報を読み取るためのＩＣ

カードリーダライタをご自身で購入していただく必要

があります。

住民基本台帳カード（住基カード）
を利用しませんか

▼住基カード申請に必要なもの

・証明用として撮影された顔写真１枚

　縦 4.5cm 横 3.5cm 程度（電子申請用として利用さ

　れる場合は、写真なしでも申請できます）。

・印鑑

・免許証、健康保険証、年金手帳等の本人が確認でき

　る書類

・手数料 500 円

　以上のものを持参し、申請者本人が下記窓口へお越

しください。代理人の場合は委任状が必要です。

　申請からおよそ 2 週間でカードを交付します。

▼詳細・問合せ

　住民課戸籍年金係（☎ 23 － 2463）

　詳細情報は、下記ホームページをご覧ください。

　住基カード　http://juki-card.com/index.html

　電子証明書　http://www.jpki.go.jp/index.html



うつくしいまち当別1�

防犯協会ニュース

●犯罪や事故のない新年へ

・当別地域にも、ひったくり・抱きつき・露出狂・降り込め詐

欺が増えています。被害にあったらすぐに 110 番通報を！！

●平成 �1 年中の刑法犯発生状況（平成 �1 年 11 月末）

侵入窃盗 自動車盗 車上狙い タイヤ盗 自転車盗 万引き 不審者

21 件 0 件 18 件 6 件 24 件 8 件 8 件

●当別町防犯協会・☎ 23 － 2711

　町では、子どもの未来をみんなで

築くまちづくりの実現をめざして、

「当別町子育て行動計画（後期計画）」

を策定しています。この計画（素案）

に対して、多くの町民の皆様からの

ご意見を募集します。

▼素案の公表場所　①町ホームペー

ジに掲載

　http://www.town.tobetsu.hokkaido.jp/

②町公共施設へ備えおきます

　役場（１階　環境生活課カウンター）、太美出張所

　総合保健福祉センター「ゆとろ」、総合体育館、

　白樺コミュニティセンター、西当別コミュニティセンター

▼意見の募集期間

　1 月 20 日（水）まで（郵便の場合は当日消印有効）

▼意見提出方法

　郵便、FAX、電子メール、素案の公表場所に設置して

ある投函箱への投函のいずれかの方法で提出ください。

▼その他

　意見の提出にあたっては、住所、氏名（団体の名称）

を記載してください。

　意見の提出様式は自由です。ただし、「当別町子育

て行動計画（後期計画）」と明記してください。

お寄せいただいた意見の概要及び意見に対する町の考

え方については、後日公表します。なお、住所、氏名

（団体の名称）については、公表しません。

▼問合せ・提出先　福祉部子育て推進課子ども係

〒 061 － 0234　当別町西町 32 番地 2　

電子メール　kosodate1@town.tobetsu.hokkaido.jp

FAX25 － 5018　☎ 23 － 3024

当別町子育て行動計画へのご意見を募集します

保健従事者を募集します
▼応募職種　保健師または助産師、看護師資格を有する方
▼勤務期間　4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日
▼勤務先　ゆとろ（西町）他
①非常勤職員　報酬　172,200 円
　勤務時間　1 週 29 時間（週 4 日程度）
②臨時職員　賃金　半日勤務 4700 円
　勤務時間　1 か月に 2 日（半日）程度
▼応募書類　履歴書・本人の住民票・保健師または助
産師、看護師免許証の写し
▼締め切り　２月１９日（金）
▼申込・詳細福祉課保健サービス係（☎ 23 － 2346）

広　告
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人の動き 12 月 1 日現在

（　）は前月との比較

人口

世帯

男

女

18,883

  7,755

人

世帯

  9,206

  9,677

人

人

（21 人減）

（2 世帯減）

（ 6 人減）

（15 人減）

交通安全情報

交通事故がない新年を！

一人一人が交通事故に気を付け、明

るい安全・安心な一年を

〇スピードダウンと時間にゆとりを

持った運転を

（平成21年11月末の交通事故累計）

Ｈ 21 年 Ｈ 20 年 増減数

発生件数 ５９ ６６ －７

死 者 数 ４ １ 　３

傷 者 数 ８８ ９９ －１１

☆当別町社会福祉協議会へ

▼田村　則さんより 　     5 万円

▼加藤正雄さ
んより　     　5 万円

▼津崎良一さんより　　　  5 万円

▼当別まどかの会より 33,960 円

▼伊東譲司さんより　　　  3 万円

▼池田つや子さんより　　  3 万円

▼匿名の方より　　　 25,500 円

▼牧野志保子さんより　　　 1 万円

▼エゾサリヴァンショー実行委員

会より 7,279 円

▼渡辺ケイ子さんより手編みの靴下 160 足

▼住谷ミツさんより手編みの靴下

62 足、靴下カバー 13 足

▼笠森　ヒデさんより雑巾 10 枚

▼当別町ことぶき大学よりタオル

50 枚、雑巾 51 枚、ゴミ箱 100 個

▼赤磨キイさんより手編みの靴下 7 足

▼根府定幸さんよりバスタオル他

採用区分 一般公募 技能公募

応募資格 18 歳以上 34 歳未満の方 18 歳以上で保有する技能に応じて 53 ～ 55 歳未満

処　　遇 教育訓練召集手当：日額 7,900 円

訓練教育 50 日／ 3 年以内 10 日／ 2 年以内

受付期間 1 月 12 日（火）～ 4 月 9 日（金）まで（締切必着）

試 験 日 4 月 17 日（土）・18 日（日）・19 日（月）のうち指定する日

予備自衛官補とは、社会人や学生であっても有事には、自衛官として活動する予備自衛官になるための制度

▼詳細　自衛隊札幌地方協力本部江別地域事務所（　011-383-8955）
　　　　役場環境生活課町民生活係（　23-3209）☎

☎

◎予備自衛官補募集◎

法律相談　町の顧問弁護士が、皆

様の相談に応じます。

▼日時　1 月 7 日（木）

　2 月 4 日（木）

　13 時 30 分～

▼申込み　福祉係（☎ 23 － 3019）

介護相談　介護や高齢者虐待に関

する相談に応じます。

▼日時　月～金曜日

　8 時 45 分～ 17 時 15 分

▼申込み　地域包括支援センター

　（☎ 25 － 5152）

心配ごと相談

心配や悩み相談を受け付けます。

( 毎月第 4 木曜日）

▼日時　1 月 28 日

　13 時～ 16 時

▼申込み　社会福祉協議会

　（☎ 22 － 2301）

消費生活相談　契約トラブルや消

費生活に関する相談に応じます。

▼日時　月～金曜日

　8 時 45 分～ 15 時

▼場所　町民生活係窓口（役場 1 階）

　（☎ 23 － 3209）

広　告


